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七
月
中
旬
か
ら
、
現

在
六
甲
ア
イ
ラ
ン
ド
と

Ｊ
Ｒ
摂
津
本
山
間
を
運

行
し
て
い
る
み
な
と
観

光
バ
ス
の
路
線
バ
ス
が

延
伸
さ
れ
、
市
内
の
山

手
幹
線
を
経
由
し
、
阪

急
夙
川
駅
前
ま
で
運
行

し
ま
す
。

　

市
内
で
は
、
東
行
き
・
西
行
き
と
も
に
Ｊ
Ｒ
芦

屋
駅
北
側
停
留
所
・
三
条
南
町
・
親
王
塚（
翠
ケ
丘
）

町
の
三
カ
所
に
停
留
所
が
置
か
れ
、
お
お
む
ね
午

前
七
時
台
か
ら
午
後
十
一
時
過
ぎ
ま
で
、
一
時
間

に
二
本
な
い
し
三
本
の
間
隔
で
運
行
さ
れ
ま
す
。

　

料
金
は
、
阪
急
岡
本
駅
か
ら
阪
急
夙
川
駅
間
は

二
百
十
円
、
ま
た
六
甲
ア
イ
ラ
ン
ド
か
ら
阪
急
夙

川
駅
間
は
三
百
七
十
円
で
ご
乗
車
い
た
だ
け
ま
す
。
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　８月１日（月）から、病院ネットワーク
バスの時刻表を下表のとおり変更します。
　今回の主な変更点は、運行時間を短縮
した一方、芦屋病院と芦屋セントマリア
病院間を３本増発し、一層利用しやすく
なりました。乗車の際には、右の注意事項
を守り、安全にご利用ください。
�������	
���

�����　毎週月～金曜日（祝日除く）
　　　　　　＊平均１時間に１本で運行
　　　　　　　　　〈時間は下表を参照〉
������　芦屋病院（朝日ケ丘町）⇒
　　　　　　セントマリア病院（大原町）
　　　　　　⇒保健福祉センター（呉川
　　　　　　町）⇒陽光公園前（陽光町）
　　　　　　⇒保健福祉センター⇒セン
　　　　　　トマリア病院⇒芦屋病院
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　「政治倫理の確立のための芦屋市長の資産等の公開に関する条例」に
基づき、『市長の資産等補充報告書』および『関連会社等報告書』を、７月
４日（月）から公開します。各報告書の閲覧を希望されるかたは下記へ。
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　７月１日から、次の空き駐車場を有料で一般開放します。市内在住・在勤の
かた等で使用を希望されるかたは、下記へ申し込んでください。
������　大東町西住宅（大東町5-9）の空き駐車場・９区画〈先着順〉
������　①市内在住・在勤のかた　②市内に事務所等のある法人・団体
������　幅1.7ｍ以下・長さ4.7ｍ以下の自家用車・営業用車
������　月額13,000円（＊日割り計算なし）
※すでに開放している楠町住宅・若宮町住宅・精道町住宅の各駐車場について
　も、数区画の空きがあります。使用希望のかたは下記へ申し込んでください。
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　市役所南側の国道43号・精道交差
点に架かる芦屋歩道橋は、改良工事
のため次の期間は使用できません。
�����　６月下旬～11月下旬

　工事中はたいへんご不便をおかけ
しますが、安全に工事を進めますの
で、市民の皆さんも隣接する横断歩
道をご使用いただくなど、ご協力を
お願いします。
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　県では、県民緑税を財源とした「県民まちなみ緑化事業」を募集しています。
　市が作成する緑化計画に沿って、市民の皆さんが、公園・学校・広場・住宅地
や空き地などで協働して実施する樹木を中心とした緑化活動に対し、県から
苗木購入費の補助が受けられます。また、大規模な建築物の敷地の緑化、幼稚
園・小学校などの運動場の芝生化なども補助対象となります。
������

�����　①駐車場の芝生化、屋上緑化・壁面緑化（協議書受付期間）
　　　　　　　〈第２期〉７月１日～８月31日／〈第３期〉９月１日～９月30日
　　　　　　②一般緑化（植栽・生垣・修景）、校園庭の芝生化　９月30日まで
　　　　　　※①②とも、平成23年度予定額を上回った時点で受け付け中止
�����　市街化区域などの用途地域のある区域ほか　　　　　　　
�����　公園・空き地などの緑化、住宅地の生垣化、校園庭の芝生化ほか
�����　苗木・肥料や維持管理に、最低限必要な用具類等の緑化資材費
�����　①は、協議書等を募集期間内〈必着〉に兵庫県都市政策課へ提出
　　　　　　②は、所定の様式による応募書類等を９月30日（金）までに下記へ
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���　８月21日（日）・22日（月）
����　須磨水族園・国立淡路青
少年の家　���　小学４年生～中
学生・40人　����　4,500円　�
����　往復はがきに、
氏名・学年・住所・連絡先を
記 入 し、７ 月15日（金）〈必
着〉までに下記（＊子ども会
会員は各子ども会）へ
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未来に残し、子どもに伝えたい、お菓子が紡ぐ希望の物語。
���　７月16日（土）①
午前10時10分～②午後１
時～③午後３時30分～
〈上映時間：１時間45分〉
���　ルナ・ホール　
����　吉井一肇・早
織・いしだあゆみ／近藤
明男監督・2011年作品　
���　一般1,500円（＊広報掲載記事持参で500円割引）・
小中高生500円・60歳以上1,000円（当日券のみ）

　名匠ウィリアム・ワイラー監督が描く“大人の恋”―。
世界の名作「黄昏」を上映します。
���　７月30日（土）①午前10時～②午後２時～〈上映
時間：２時間２分〉　���　上宮川文化センター・３階
ホール　����　ジェニ
ファー・ジョーンズ、ローレ
ンス・オリビエ、ミリアム・
ホプキンス／ウィリアムワ
イラー監督・脚本（1951年・
アメリカ）　���　中学
生以上500円（当日券のみ）
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●平日の昼間は水道部へ
お尋ねください。

●土曜日・日曜日・祝日
は市役所（�31-2121）へ
お尋ねください。

●夜間の修理は右の業者
が待機しています。
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　東日本大震災による原子力発電所事故の影響により、
関西においても夏場の電力不足が心配されています。

　市では、市庁舎をはじめ市内公共施設の冷房温度を28度に設定し、間引き照
明・消灯を実施しています。ご来庁の皆さんの、ご理解・ご協力をお願いします。
　また、各家庭での節電につきましても、一層のご協力をお願いします。
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　市では、公的債権を一元管理するため、４月から「債権管理課」を新設、市税徴収担
当課が所有する徴収ノウハウを、他の債権の徴収にも生かす取り組みを始めました。
　今年度は、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料および保育所保育
料の内、高額・困難滞納案件などを債権管理課に移管します。
　今年度から、納付できる収入や財産があるにもかかわらず納付していただけない
かたに、給与・年金・不動産等の財産の差し押さえ処分を前提として取り組みます。
　なお、納付が困難な事情のあるかたは、各担当窓口へご相談ください。
��������
�����������　収税課（�38-2014）
�� � � � � � �　保険医療助成課 保険担当（�38-2226）
�������	
��　保険医療助成課 医療助成担当（�38-2037）
����������　高年福祉課 介護保険担当（�38-2046）
�� � � � � �　こども課 保育担当（�38-2045）
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　国土調査法第６条に基づき、地籍
調査事業を行います。
　実施内容としては、呉川町・西蔵町
で、基準となる鋲（公共基準点）を道
路等に設置する予定です。
　また、この事業において、騒音の発
生や、個人の敷地に立ち入ることは
ありません。
　なお、実施に当たっては、身分証明
書を携行した委託作業員が、作業を
行います。
�����　７月～12月
�����　呉川町・西蔵町

�����

������������

�������

�������	
��

　地上デジタル放送を視聴するには、
地上デジタル放送に対応する受信機
とＵＨＦアンテナが必要です。
　地上デジタル放送を視聴するため
に「何をすればよいかわからない」か
たや「テレビを買ったのにデジタル
放送を受信できない」というかたは、
���������������������へ、
お問い合わせください。また、経済
的な理由等で対応できない世帯には、
簡易チューナー無償給付支援を、�
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で行っています。　

　今年は、モンテベロ市との姉妹都市提携50周年を迎えます。
　これを記念し、７月に本市の市民訪問団がモンテベロ市を訪問するほか、８月には
例年通り、本市からの学生親善使節２人が訪米し、モンテベロ市内の家庭にホームス
ティしながら、市長表敬訪問などの交流事業に参加する予定です。
　なお、今年度のモンテベロ市からの学生親善使節については、諸般の事情により、
残念ながら訪日しないこととなりました。それに伴い、今年度はモ市学生親善使節の
歓送迎会およびホストファミリーの募集は行いません。ご了承ください。
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　所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続きをすることで所得税が還付になる
場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の重
量税還付などの特例があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせいただく
か、国税庁ホームページ（�http://www.nta.go.jp）をご覧ください。
　また、地方税についても、住民税・固定資産税・自動車税等の特例があります。
詳しくは、被災地の自治体（県および市町村等）または下記へお問い合わせください。
�������	
������	��������
����
　被災地の自治体への寄附金、自治体を通じての被災者への義援金は、「ふるさと寄
附金」として、住民税・所得税の控除が受けられます。日本赤十字社や中央共同募金会
等への義援金も「ふるさと寄附金」としての控除があります。詳しくは、総務省東日
本大震災関連情報ホームページ（�http://www.soumu.go.jp）をご覧ください。
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　「次世代育成支援対策推進法」の改正（４月１日）により、労働者数101人以上の企業
は「一般事業主行動計画」の策定・届け出等が必要となりました。
　改正に伴い対象となる企業の事業主は、従業員の仕事と子育ての両立支援のため
「一般事業主行動計画」を策定し、兵庫労働局雇用均等室へ「一般事業主行動計画策
定・変更届」を提出してください。
�����　兵庫労働局雇用均等室　�078-367-0820
　　　　　　〈住所・〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー〉
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　介護保険料の決定通知書を、７月中旬に発送します。
　なお、保険料の算定額は、本人や家族の所得等に応じて決定されます。所得が前年
の半分以下になるなど保険料の納付が困難なかたについては、減免を受けられる場
合がありますので、納付期限の７日前までにご相談ください。
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　「保険料額決定通知書」を、７月中旬に送付します。６月以降に対象年齢に到達され
たかたや新たに制度に加入されたかたには、８月以降に通知書を送付します。
　保険料の支払い方法については、「保険料額決定通知書」でご確認ください。
�������
　新しい被保険者証を、７月下旬に送付します。
　８月１日からは、新しい被保険者証を医療機関等の
窓口で提示してください。
※詳細については、下記または
　兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局（コールセンター�078-326-2021）へ

�������	
������������������

�������	
����
�������������

�������
�������	�

　高齢者グループによる日ごろの活
動の成果を、ぜひご覧ください。皆さ
んのご来場を、お待ちしています。
���　７月２日（土）
　　　　午後１時30分～４時　
���　ルナ・ホール
���　コーラス・
　　　　ダンス・
　　　　演劇・朗読
　　　　など
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���　７月４日～22日・平日の午前９
時～午後５時30分　���　打出教育
文化センター１階ロビー
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���　７月28日（木）正午～午後４時/29日（金）
正午～午後３時30分　���　市民センター多目
的ホール・301室　����　心と体に栄養を―食
べられる今に感謝しよう―　���　パネル・児
童作品展示・試食コーナー（＊試食券は、各日の午
前11時50分から受付で配布します）など

＊国保加入世帯には、７月中旬に「国民健康保険料納額通知書」を送付します。
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